
本部施設は、宿泊前に補助券付利用券をお送りします。現地へお持ち下さい。 

神奈川支部施設は、宿泊後に保険料引落口座へ宿泊補助を振込します。 

■下記内容で宿泊補助を申請します。 

申請者氏名

ふ り が な

 

 

 

T E L  F A X  

生 年 月 日  勤 務 先  

加入中保険 

※いずれかに〇 

（   ）勤労保険 （新教弘ユース・A型・B型・K型・S型） 

（   ）特別厚生団体保険 （教弘 1種～4種・特別教弘 1型～Ⅲ型・新教弘 C型） 

（   ）勤労団体保険 （教弘グループ保険） 

宿 泊 1 

日 程 年     月     日より（     ）泊 

施設名 

（   ）本部施設   （   ）神奈川支部施設  ※いずれかに〇 

 

 

宿 泊 2 

日 程 年     月     日より（     ）泊 

施設名 

（   ）本部施設   （   ）神奈川支部施設  ※いずれかに〇 

 

 

住 所 

本部施設をご予約の方のみご記入下さい。補助券付利用券をお送りします。 

〒 

予約者氏名 

申請者以外の方が予約された場合のみご記入下さい。 

 

■（公財）日本教育公務員弘済会神奈川支部通信欄 

 

施設利用補助申請書  FAX  045-250-3811 

右記QRコードから申請。もしくは 

本用紙に必要事項をご記入の上、ファクシミリ送信か郵送で申請書をお送り下さい。 

 

 

 

補助申請QRコード 

〒231-0056 横浜市中区若葉町 3-43-3 

公益財団法人 日本教育公務員弘済会神奈川支部 

 
申し訳ありません。ご加入中の保険は補助対象ではありませ

んでした。 

【ご連絡事項】 

 
申し訳ありません。今年度は年間限度まで宿泊補助をご申請

済です。来年度 4月 1日以降の宿泊分よりご申請下さい。 


